
群馬県屋外広告物条例及び同施行規則の一部改正（案）の概要について

改正のポイント

県 土 整 備 部
都 市 計 画 課

１ 管理義務者の追加及び管理義務の拡大（条例）
ａ 管理義務者として所有者及び占有者を追加し、責任を明確化

ｂ 管理義務の項目として「除却」を明記し、危険な看板への除却指導の根拠を明確化

○条文の抜粋（改正部分）

２ すべての広告物等について有資格者による点検の義務化（条例・規則）
ｃ 適用除外を含むすべての広告物等に、３年に１度の定期点検を義務化

ｄ 適用除外を含むすべての広告物等に、点検済標識を貼付して安全性を見える化

（参考）県内屋外広告物条例の適用イメージ図

３ 点検項目の明確・詳細化（様式）
ｆ 点検箇所ごとの点検項目を明確・詳細化（７項目から１７項目）

ｇ 複数基の広告物等の点検結果を報告する場合には、広告物１基ごとに作成
することを義務化

県条例
適用範囲

（参考）点検資格者の段階的な厳格化イメージ

（標識貼付）

ｅ 広告物等の点検を行う者を屋外広告士など専門知識を有する有資格者に限定

管理者 改正設置者 設置者 管理者 所有者 占有者

変更・追加

「…補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。」

群馬県独自の
取り組み！！

屋外広告物の点検強化による安全性向上 ～管理水準を向上させ危険な屋外広告物を減らす！！～

※高さ４ｍを超える広告塔や広告板は、工作物確認申請（建基法施行令第138条第1項）が必要となるため。

【改正趣旨】

近年、老朽化等による屋外広告物の落下等の事故が多発しており、屋外広告物の安全性
の確保が問題となっている。
屋外広告物の安全性の確保には、所有者等による適切な点検が必要不可欠であり、全国
的に安全点検の強化を図る対策が進められている。

群馬県内でも、令和５年１月に前橋市で落下事故（条例適用除外の広告物）（人身事故
に至らず）、令和５年７月に伊勢崎市で倒壊事故（人身事故に至らず）が発生しており、
本県においても、これまで以上に屋外広告物の安全性の確保が求められている。

このような状況を踏まえ、屋外広告物の点検等の管理水準を強化し、屋外広告物の安全
性を向上させるため、群馬県屋外広告物条例及び同施行規則の一部改正を行う。

【群馬県における問題点】 管理水準が低く屋外広告物の事故発生の危険性が高い！！
1－a 広告物及び掲出物件（広告物等）の所有者及び占有者の責任が不明確。
1－b 管理義務の中に「除却」が明記されておらず、安全性に問題がある広告物等につ

いて、除却を求める根拠がない。
2－c 適用除外で設置されている広告物等は点検義務がない。
2－d 適用除外で設置されている広告物等は行政による何らのチェックも入っていない。
2－e 大規模な屋上広告物を除き、有資格者による点検が義務づけられていない。
3－f 現在の様式には、点検箇所ごとの項目がないため、広告物等のどの箇所（部材）

の点検結果なのかが分かりづらく、点検項目も７つと少ない。
3－g 壁面広告・突出看板など複数基の広告物等を掲示する申請者が更新許可申請をす

る場合、安全点検報告書を広告物１基ごとに提出することを義務づけていない。


